
議案第７号  

 

秦野市職員の自己啓発等休業に関する条例を制定することについ

て 

 

 秦野市職員の自己啓発等休業に関する条例を別紙のとおり制定するものとす

る。 

 

  令和７年２月２１日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 地方公務員法第２６条の５に基づく自己啓発等休業制度について定めるため、

制定するものであります。 
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秦野市条例第  号  

 

秦野市職員の自己啓発等休業に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」

という。）第２６条の５第１項、第５項及び第６項の規定に基づき、職員 

（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

及び非常勤職員を除く。以下同じ。）の自己啓発等休業（同条第１項に規定

する自己啓発等休業をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 （自己啓発等休業の承認） 

第２条 任命権者は、職員としての在職期間が２年以上である職員が申請した

場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、その職員の公務に関する能

力の向上に資すると認めるときは、その職員の勤務成績その他の事項を考慮

したうえで、自己啓発等休業をすることを承認することができる。 

 （自己啓発等休業の期間） 

第３条 法第２６条の５第１項の条例で定める期間は、大学等課程の履修のた

めの休業にあっては２年（大学等課程の履修の成果を挙げるために特に必要

な場合として規則で定める場合は３年）、国際貢献活動のための休業にあっ

ては３年とする。 

 （大学等教育施設） 

第４条 法第２６条の５第１項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施

設とする。 

 (1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８３条に規定する大学（その

大学に置かれる同法第９１条に規定する専攻科及び同法第９７条に規定す

る大学院を含む。） 

 (2) 学校教育法第１条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教

育を行うもののうち、その教育を行うにつき他の法律に特別の規定がある

ものであって同法第１０４条第７項第２号の規定により大学又は大学院に

相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設（自己啓発等休業を

しようとする職員がその課程を履修する場合に限る。） 

 (3) 学校教育法第１０８条に規定する短期大学 
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(4) 前３号に掲げる教育施設に相当する外国の大学（これに準ずる教育施設

を含む。） 

(5) 学校教育法第１１５条に規定する高等専門学校 

(6) 学校教育法第１２４条に規定する専修学校 

 (7) 前各号に掲げる教育施設に準ずる教育施設として任命権者が認めるもの 

 （奉仕活動） 

第５条 法第２６条の５第１項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活

動とする。 

 (1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法（平成１４年

法律第１３６号）第１３条第１項第４号の規定に基づき自ら行う派遣業務

の目的となる開発途上地域における奉仕活動（その奉仕活動を行うために

必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。） 

 (2) 前号に掲げる奉仕活動のほか、国際協力の促進に資する外国における奉

仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるも

の 

 （自己啓発等休業の承認の申請） 

第６条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間

の初日及び末日並びにその期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内

容を明らかにしなければならない。 

 （自己啓発等休業の期間の延長） 

第７条 自己啓発等休業をしている職員は、その自己啓発等休業を開始した日

から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第３条に規定する休業の

期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかに

して、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができ

る。 

２ 自己啓発等休業の期間の延長は、任命権者が特別の事情があると認める場

合を除き、１回に限るものとする。 

３ 第２条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。 

 （自己啓発等休業の承認の取消事由） 

第８条 法第２６条の５第５項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。 

 (1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学して

いる課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその

者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないこと。 
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 (2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、

停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉

仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、その職員

の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じること。 

 （報告等） 

第９条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほ

か、次に掲げる場合には、その職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際

貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。 

 (1) その職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取り

やめた場合 

 (2) その職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはそ

の授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部又は一部

を行っていない場合 

 (3) その職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じ

ている場合 

２ 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から前項の報告を求めるほか、

その職員と定期的に連絡をとることにより、十分な意思疎通を図るものとす

る。 

 （自己啓発等休業に伴う任期付採用及び臨時的任用） 

第１０条 任命権者は、第２条又は第７条第１項の規定による申請があった場

合において、その申請に係る期間（以下この項及び次項において「申請期間」

という。）について職員の配置換えその他の方法によってその申請をした職

員の業務を処理することが困難であると認めるときは、その業務を処理する

ため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合にお

いて、第２号に掲げる任用は、申請期間について１年を超えて行うことがで

きない。 

 (1) 申請期間を任用の期間（以下この条において「任期」という。）の限度

として行う任期を定めた採用 

 (2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用 

２ 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請

期間に満たない場合にあっては、その申請期間の範囲内において、その任期

を更新することができる。 

３ 任命権者は、第１項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更
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新する場合には、あらかじめその職員の同意を得なければならない。 

 （職務復帰後における号給の調整） 

第１１条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職

員との均衡上必要があると認められるときは、その自己啓発等休業の期間を

大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務

に特に有用であると認められるものにあっては１００分の１００以下、それ

以外のものにあっては１００分の５０以下の換算率により換算して得た期間

を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後に

おける最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの

日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。 

 （退職手当の取扱い） 

第１２条 秦野市職員の退職手当に関する条例（昭和３８年秦野市条例第６号。

以下この条において「退職手当条例」という。）第７条の４第１項及び第８

条第４項の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、退職手当

条例第７条の４第１項に規定する現実に勤務に従事することを要しない期間

に該当するものとする。 

２ 自己啓発等休業をした期間についての退職手当条例第８条第４項の規定の

適用については、同項中「その月数の２分の１に相当する月数を、同法第５

５条の２第１項ただし書きに規定する事由又はこれらに準ずる理由により現

実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数」とある

のは「その月数（法第２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業の期間中

の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の効率的な運営に特に資

するものと認められることその他の規則で定める要件に該当する場合につい

ては、その月数の２分の１に相当する月数）」とする。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （秦野市職員の定数に関する条例の一部改正） 

２ 秦野市職員の定数に関する条例（昭和３０年秦野市条例第４４号）の一部

を次のように改正する。 
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  第２条第２項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３

号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 秦野市職員の自己啓発等休業に関する条例（令和７年秦野市条例第 

号）第２条の規定により自己啓発等休業をしている職員 
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議案第７号資料１  

 

   秦野市職員の自己啓発等休業に関する条例を制定することについ

て 

 

１ 条例制定の背景 

公務を取り巻く社会環境の変化に対応できるよう、職員の自発性や自主性

を生かした幅広い能力の開発、国際協力の機会を提供するための柔軟な仕組

みとして、平成１９年に地方公務員法が改正され、自己啓発等休業制度が創

設されました。 

 

２ 制定の理由 

本市においても、生産年齢人口の減少や働き方の多様化などにより職員採

用試験の受験者が減少しているほか、早期退職者が増加しており、人材の確

保や育成に取り組んでいく必要性がより一層高まっています。 

このような中、職員に幅広い能力開発を促す自己啓発の機会を提供するこ

とで、その結果を職務復帰後に本市の行政運営に還元することを期待すると

ともに、新たな人材の確保につなげることを目的として、自己啓発等休業制

度を創設するものです。 

 

３ 条例の内容 

(1) 休業の事由 

ア 大学等における修学 

国内外の大学（大学に設置される専攻科及び大学院を含む。）や短期

大学、専門学校等の課程に在学して、その課程を履修 

イ 国際貢献活動 

独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）が行う派遣業務の目的となる

開発途上地域における奉仕活動への参加 

(2) 休業の申請及び承認 

職員が休業を申請した場合において、公務の運営に支障がないと認める

ときは、職員の勤務成績、大学等における修学又は国際貢献活動の内容そ

の他の事情を考慮したうえで、承認・不承認を決定 
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(3) 休業の期間 

ア 大学等における修学 ２年（特に必要な場合は３年） 

イ 国際貢献活動 ３年 

 (4) 職員の身分等 

  ア 職を保有するが、職務に従事せず、給与は支給しない。 

  イ 休業している職員は定数外とする。 

 

４ 施行日 

  公布の日 
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議案第７号資料２  

 

   秦野市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則制定案のあら

まし 

 

１ 休業の承認の申請手続 

条例第６条第１項の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書により、休

業を始めようとする日の１か月前までに行うものとする。 

２ 職務復帰 

  自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り

消されたときは、その自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰する。 

３ 人事異動通知書の交付 

次に掲げるときは、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならな

いこと。 

 (1) 職員の自己啓発等休業を承認するとき 

 (2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認するとき 

 (3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したとき 

 (4) 職員の自己啓発等休業の承認を取り消したとき 

４ 報告等 

自己啓発等休業から職務に復帰した職員は、自己啓発等の成果を証明でき

る書類を添えて、速やかに自己啓発等休業状況報告書を提出するものとする。

ただし、条例第８条の規定により自己啓発等休業の承認が取り消された場合

は、この限りではない。 

５ 昇給日 

  条例第１１条の規則で定める日は、秦野市職員の初任給、昇格、昇給等に

関する規則（（昭和４０年規則第２７号）第１０条に規定する昇給日とする。 

 


